
 

 

 

 

～令和８年度浅口市空き家家財等処分支援事業補助金～ 

 

空き家の利活用と市場への流通を促進するため、空き家に残されている家財道

具の処分を行う人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する事業です。 

 

1.対象空き家　 

戸建て住宅で、浅口市空き家情報バンクに登録するもの※現在登録しているも

のも対象可 

 

2.対象者　 

・対象空き家の所有者又は法定相続人等（家財道具を処分する権限を有する人） 

・交付決定を受けた日から 3 年以上、浅口市空き家情報バンクへの登録を継続

する人（成約があった場合を除く。） 

・市税等を滞納していない人 

・暴力団員などでない人 

・空き家の売買・賃貸借等の取引を３親等以内で行っていない人 

・対象空き家について、本事業の補助金交付を受けたことがない人 

 

3.対象事業　 

●浅口市一般廃棄物収集運搬業許可業者による家財等の処分・搬出（特定家電リ

サイクル品は除く） 

  ※家財等・・・電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨 

　※特定家電リサイクル品・・・エアコン、TV、冷蔵／冷凍庫、洗濯機、衣料乾燥機 

　 

4.補助額　 

●補助対象経費の２分の１（最大１５万円、千円未満切り捨て） 

 

5.その他　 

・補助要件の確認、現地調査及び提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談く

ださい。 

・補助金交付決定前に処分・搬出の契約をしている場合は、補助対象となりませ

ん。 

・家財処分後に空き家を解体・更地にする場合は、本補助制度を利用できません。 

・次のような場合、交付決定の取り消しや、交付した補助金の返還を求めること

があります。 

（１）申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき 

（２）正当な理由無く、補助対象空き家の空き家バンク登録を取り消したとき 

・関係法令を遵守してください。 



６.事前相談の受付期間　 

　令和８年５月１１日（月）から令和９年１月２９日（金） 

　 ・事前相談の受付後に、現地調査を行い、申請の案内をします。 

　 ・ただし、今年度の予算（3 件）に達し次第、受付を終了します。 

 

７.必要書類　 

○事前相談 

　 ・浅口市空き家家財等処分支援事業補助金交付事前申出書 

   ・浅口市空き家家財等処分支援事業補助金事前相談票 

○補助金申請 

・浅口市空き家家財等処分支援事業補助金交付申請書 

　(1)補助事業に係る見積書及び内訳書の写し 

　(2)処分を行う家財等の現況写真（撮影日の確認できるもの） 

　(3)処分等を行う家財等の場所が分かる間取り図 

　(4)誓約書 

　(5)市税等に係る納税証明書（完納証明書） 

　(6)申請者の住民票 

　(7)売買又は賃貸に係る媒介契約書の写し 

　(8)空き家の登記事項証明書 

　(9)申請日現在において、売買契約を締結している場合は、所有権移転日が申請日以降であることが分

かる売買契約書の写し 

(10)申請日現在において、賃貸借契約を締結している場合は、建物の引渡し日が申請日以降であること

が分かる賃貸借契約書の写し 

 (11)承諾書(法定相続人等の場合のみ) 

(12)その他市長が必要と認める書類 

 

9.補助金申請の流れ　 

【問い合せ先】 

浅口市役所産業建設部まちづくり課　　電話　０８６５－４４―９０４４
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